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「戦争体験」を活用した平和形成主体育成の可能性 

―「歴史を学ぶ際に期待される行動と目的の組み合わせ」に着目して― 
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*2 鹿児島大学

 本稿では戦争体験を中心に展開してきた日本における平和教育の変遷を概観し、学習

者による戦争体験の活用の可能性と留意点を米国の歴史教育研究の成果の１つである

「歴史を学ぶ際に期待される行動と目的の組み合わせ（スタンス）」を参考にして整理

し、戦争体験の活用の射程を示した。戦争体験は様々な形で活用することが可能である

が、学習者が戦争体験の継承者となるだけでなく、平和形成の当事者となれるよう現代

の公的議論に寄与する戦争体験の活用を考えていくことが必要であることが明らかとな

った。
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Cultivating Peacemakers through War Experience 
― Focusing on “the Combinations of Purpose and Practice in Learning History” ― 
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*1 Nippon Sport Science University
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This paper gives an overview of the transition of peace education in Japan, which deal 
with war experiences, and shows the possibilities of utilizing the experience of war. At that time, 
referring to "the combinations of purpose and practice in learning history", which is one of the 
results of history education research in the United States, it was shown that the possibilities 
and points to keep in mind for learners when utilize the war experience. Although war 
experiences can be used in various ways, the use of the war experience contributes to modern 
public debate so that learners can not only be the inheritors of the war experience but also be 
peacemakers.  
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「戦争体験」を活用した平和形成主体育成の可能性

1. 本稿の目的

本稿は日本の平和教育の中心として扱われてき

た「戦争体験」に着目し、その活用の可能性と留

意点を検討し、平和形成主体の育成をめざした平

和教育を検討することを目的としている。

1945 年の日本の敗戦から 75 年以上の歳月が経

過し、平和資料館や学校の平和学習などにおいて

も体験者と対面して戦争体験を聞くことが難しく

なってきている。体験の「写し」（写真、映像、証

言記録など）や体験の証拠である「痕跡」（遺跡、

遺品、記録データなど）の収集や保存が急がれて

きたところではあるが、それらが保存さえされて

いれば、我々は戦争体験を継承しているといえる

のだろうか。そして我々に続く次世代も継承し続

けてくれるのだろうか。

存在が忘れ去られたままでも運よく保存され続

ける可能性もあるが、運悪く永遠に失われてしま

う可能性もあるだろう。そして当事者にとっては

忘れえない出来事であっても、直接関係しない者

にとっては過去の１つの出来事となって風化して

いき、過去の無策や過ちが繰り返されることもあ

る。このような事態を回避する方策の１つが戦争

体験の活用である。定期的に活用することによっ

て市民一人一人が戦争体験を保存や継承する当事

者となり、活用のなかで再構成された戦争体験を

記憶にして、親と子や同僚同士の日常会話のよう

なレベルでも次世代へ継承し、平和形成の当事者

となっていく可能性を構想したいと考える 1）。

従来は教師や体験者本人のような他者が意図的

に切り取った戦争体験を、指示されて聞いたり読

んだりすることで次世代への継承をめざす伝達ア

プローチが取られてきたが、後述するような様々

な要因も重なって戦争体験やその伝達アプローチ

の限界が露見してきている。それでは学習者自身

が主体となる戦争体験の活用はどのようにすれば

可能になるのだろうか。本稿ではまず戦争体験を

中心に展開してきた日本における平和教育の変遷

を概観することで、その特徴と課題を確認したい。

そして子どもの歴史の扱い方を明らかにした調査

研究を参考に戦争体験の活用の可能性と留意点を

整理し、平和形成主体の育成に資する平和学習を

検討したい。

2. 日本における平和教育の変遷

2.1 生活綴方と歴史教育における平和教育

日本の平和教育は日本国憲法と教育基本法を理

念的支柱として、第二次世界大戦後に本格的にス

タートしたが、それは、日本教職員組合の教育研

究集会と様々な民間教育研究団体による取り組み

を中心に繰り広げられた。日本教職員組合が平和

教育に取り組むようになるのは、1951 年の第 1
回全国教育研究大会からで、これ以降の大会スロ

ーガンとしては有名な「教え子を再び戦場に送る

な」が用いられた。民間教育団体としては、教育

科学研究会、歴史教育者協議会、日本生活教育連

盟、日本作文の会などがあるが、そこでは生活綴

方と歴史教育が平和教育の中核を占めていた 2）。

宮原誠一は、1950 年代の平和教育の具体的な

実践として、東京都西多摩小学校での今井誉次郎

による「社会科西多摩案」と山口県宇部市神原小

学校での師井恒男による実践を紹介している。前

者では、「新憲法へ」というテーマが平和教育の

中心に位置づけられ、6 年間にわたるカリキュラ

ムが作成、実践された。後者では、全教科・全生

活・全学年の学習の内容を平和教育（人権尊重、

貧困、世界平和、真理、ジャーナリズム、民主社

会）の観点から構成することが目指された 3）。

また、1951 年に広島の子どもたちの原爆体験

手記である『原爆の子』を出版した長田新は、戦

争の惨禍を取り上げることを避け、忘れさせよう

とするような消極的態度ではなく、むしろ被爆と

いう貴い体験を積極的に取り上げることによっ

て、①戦争の非人道的な残虐性を真剣に憎ませ、

呪わせ、②戦争の心理的原因を作るようなあらゆ

る偏見を拭い去り、③戦争を否定する正しい知識

を育て、④美しい感情とたくましい意志を育てる

ことによって平和を築こうとした。ここに戦後の

日本の平和教育の原型を見て取ることができだろ

う 4）。

このように平和教育への取り組みが展開される
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なか、いわゆる「逆コース」の時代がやってく

る。その結果、平和教育は非常に政治的イデオロ

ギー色の強いものになり、平和教育＝偏向教育と

批判を受けたり、「平和教育」という言葉の使用

が避けられたりした 5）。 
 
2.2 教科に限定されない平和教育  

しかしながら、1970 年代になると平和教育の

実践・研究の組織化によって教科での学習に限ら

ず教科外活動や学校行事などで多様な平和教育が

展開されるようになった。例えば、広島に原爆が

投下された 8 月 6 日の全校登校と平和集会、沖

縄・広島・長崎への修学旅行、戦争児童文学作品

の講読、戦争をテーマとした演劇などが挙げられ

る。また、戦争体験の聞き取りや地域の戦争遺跡

調査の学習なども平和教育の中に盛り込まれるよ

うになった。竹内（2011）によれば、こうした

動きの契機には、被爆体験の風化を危惧した教師

たちが広島、長崎で結成した「原爆被爆教師の

会」の存在があるという。そして、同会を中心に

ヒロシマ・ナガサキといった被爆都市における原

爆教育を中心に据えた平和教育が組織的に展開さ

れるようになった 6）。 
 
2.3 戦争体験の継承と拡大 

また、1970 年代以降、戦争体験の風化をきっ

かけとして戦争体験の継承にも目が向けられるよ

うになった。1970 年代の子どもたちは終戦から

20 年以上が経過する中で直に戦争を体験したこ

とがないだけでなく、経済的にも右肩上がりで豊

かになっていく平和の中で生きていた。こうした

子どもたちへの平和教育の中に戦争体験の継承が

位置づけられるようになったのだが、このことは

今日の日本の平和教育の方向性を決定づけること

となった。戦争体験の継承は、次のような目的の

達成を目指すものであった。第一に、戦争の持つ

非人間性・残虐性を知らせ、戦争への怒りと憎し

みの感情を育てるとともに、平和の尊さと生命の

尊厳を理解させる。第二に、戦争の原因を追究

し、戦争を引き起こす力とその本質を科学的に認

識させる。第三に、戦争を阻止し、平和を守り築

く力とその展望を明らかにする 7）。 
1980 年代になると、平和教育において戦争体

験の拡大がみられるようになった。1982 年に第

二次世界大戦における日本のアジアにおける行為

は「進出」か「侵略」か、をめぐる教科書問題が

起きたり、歴史学者家永三郎による教科書裁判の

第三次訴訟 8）が提訴されたりといった動きをう

けて、これまでの戦争に関する学習が、原爆や空

襲などの被害体験中心であったという狭さが反省

され、加害の事実も丁寧に教えようという機運が

高まったのである。その結果、原爆や空襲に代表

される戦争の被害体験に加え加害・抵抗・加担と

いった要素からなる体験をも含みこんだ平和教育

実践が見られるようになる。例えば、東京都の私

立の高等学校で教師をしていた目良誠二郎は、

「私たちの父祖が犯した中国・朝鮮への侵略の実

態や在日朝鮮人の置かれた状況」を教える授業を

長らく展開していたが、自らの欠点を指摘される

だけでは生徒の前向きな反応を引き出すことはで

きないと自らの授業を見直し、朝鮮を愛し、朝鮮

に愛された人物や朝鮮と対等な外交を貫こうとし

た人物へ着目することで侵略や差別が主流となっ

ている時代にその体制に抗い人間の良心に忠実で

あり続けようとした日本人の姿を取り上げた。こ

の取り組みは、戦争に対する恐怖、憎悪や嫌悪を

抱かせる平和教育を批判し、世界平和を自分たち

の手で作り出すような抵抗の事実に目を向けさせ

ようとするものであり、被害・加害・加担・抵抗

を有機的に結びつけることで、従来の被害のみに

目を向けた平和教育の限界を乗り越えようとする

実践として位置づけられる 9）。 
また、1980 年代以降、人口の半数以上を戦後

生まれが占めるようになり、戦争体験者が高齢化

したことを背景に、マスメディアなどを中心に若

い世代に戦争の体験を伝えることを目的として戦

争体験者の証言を集めるという作業が盛んに行わ

れてきたことも注目すべき点だろう。代表的なも

のとしては朝日新聞の「テーマ談話：戦争」を挙

げることができる。集められた証言の中には、元
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兵士が戦争の加害から目を背けることなく、むし

ろ自分たちが犯した残虐行為について記したもの

もあった。また、戦争体験継承の客体が戦争体験

者の子どもから孫へと移行したことを背景とし

て、全国から集められた戦争体験を収録した『孫

たちへの証言』が 1988 年に出版された。この

『孫たちへの証言』は、2020 年に刊行された第

33 集まで続くこととなる。 
しかしながら、こうした被害のみならず加害や

抵抗をも含みこんだ平和教育は、1990 年代半ば

以降から自由主義史観など歴史修正主義の立場か

ら批判を受けることとなり、80 年代に高まった

平和教育への機運は低下していく。具体的には、

日本教職員組合は分裂し、平和教育研究に取り組

んでいた諸団体でも活動停止や参加人数の減少が

みられるようになった。これまでの平和教育の蓄

積は全否定されるなど、苦しい立場に立たされる

ようになったのである 10）。

3. 日本における平和教育の特徴と課題

3.1 諸外国における平和教育

世界に目を転じると、1980 年代以降、ノルウ

ェーの社会学者ヨハン・ガルトゥング（Johan 
Galtung）が提唱した構造的暴力（人権抑圧・飢

餓・貧困など）の理論に基づき平和概念が拡大さ

れたことによって、平和教育は開発教育、環境教

育、人権教育、異文化間教育、国際理解教育など

を広く内包するようになった。今日では戦争に関

する問題を取り上げる平和教育を「狭義の平和教

育」と呼び、構造的暴力にかかわる問題を取り上

げる平和教育を「広義の平和教育」と呼んでいる

11）。

欧米諸国にとって平和教育とはこの「広義の平

和教育」を意味する場合が多い。例えば、日本と

同様、第二次世界大戦の戦争加害国であり、敗戦

国であるドイツの平和教育は、北欧の平和研究の

影響を受けて「広義の平和教育」を指し、戦争に

特化した平和教育を意味しない。ただし、ドイツ

ではナチス統治時代を歴史教育の中でかなりの時

間をかけて子どもたちに考えさせる。教科書には

ホロコーストはもちろん、シンティ・ロマの殺

害、障害者の安楽死などドイツ人が行った様々な

非人道的行為を詳細に記述するとともに、加害者

や被害者による生々しい記録や悲惨な写真を多数

掲載し、加害の非人道性と被害の苦痛を読者に可

能な限り実感させようとしている。具体的に言え

ば、親衛隊に銃を突き付けられ、隠れ家から追い

立てられるユダヤ人の母子、家族の遺体の前で悲

嘆にくれるロシア人の母親、パルチザンを銃殺す

るドイツ兵の写真のほかに、アウシュヴィッツの

ガス室で遺体の焼却作業に携わっていたハンガリ

ー人収容者の証言などが掲載されており、ドイツ

が加害者だったことを突き付けている。さらに、

少数ながらもナチス体制に抵抗した国民がいたこ

とも教科書には記載されている 12）。

イギリスもまたドイツと同様に平和教育は「広

義の平和教育」を指す。軍縮、東西冷戦のみなら

ず、南北問題、社会的公正や非暴力、人権をも含

むが、近年ではそもそも平和教育を取り扱う場が

カリキュラムから消え、実践の場はほとんどない

のが現状だ 13）。

3.2 日本の平和教育の特徴：戦争体験の継承 
ここまでの議論を踏まえると、日本の平和教育

の特徴が浮かび上がってくる。この点について村

上（2009）は次のように述べる。 

日本の平和教育は第二次世界大戦の戦争体験

の継承を中心に行われており、学校教育だけ

でなく、社会教育でも、またマスメディアに

よっても行われてきた。反戦平和を教育目的

として戦争体験を伝える日本の教育は、戦後

に発展してきた日本特有の教育領域であると

言える 14）。

日本の平和教育はドイツやイギリスとは異な

り、「狭義の平和教育」を展開し、学校教育のみ

ならず広く日本社会の中で反戦平和を目的として

戦争体験を伝えることにその主眼が置かれてき

た。こうした潮流の影響を受けて、毎年 8 月に
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なると戦争体験を基にしたドラマやドキュメンタ

リーといったテレビ番組、戦争体験者の言葉を取

り扱った新聞記事が急激に増えるが、私たちはそ

れを違和感なく受け入れている。ミュージアムや

資料館などはもちろん、学校の教育現場でもこの

時期をとらえて平和教育を積極的に行い、「戦争

はダメ」「戦争を繰り返してはいけない」という

ことを子どもたちは繰り返し学ぶ。 
こうした日本の平和教育の現状に対してコミュ

ニケーション戦略の視点から平和構築を考えるカ

リキュラム「ピース・コミュニケーション」を提

唱している伊藤（2015）は、「もちろん、それは

大切なことだと思う。でも、学生時代の私自身を

振り返ると、結末を知らされた映画を何度も観て

いるみたいで、「戦争は絶対にダメ」をくり返さ

れることに少々辟易していたのも事実だ。正直に

言えば、「そんなことは言われなくてもわかって

いるよ」と心の中では思っていた。」15）と率直に

述べている。このような教育を受けてきた私たち

は、「なぜ平和について学ぶのか？」と問われた

際、「あのような悲惨な戦争を二度としないため

だ」と答えるだろう。しかしながら、「どうすれ

ば二度と戦争が起きないのか？」と問われると答

えに窮する。私たちがこれまで受けてきた平和教

育ではこうした問いに答える力を育てることがで

きていなかったのだろう。 
 
3.3 日本の平和教育の課題：当事者意識の涵養  

どうやって戦争を繰り返さないようにするのか

という問いに答えるために必要なことは、加害と

被害の両方を重ね合わせることで「立体的」に歴

史を俯瞰し、「戦争のメカニズム」を知ることで

ある。そして、そうした知識を土台にしながら

「当事者＝戦争体験者」という図式を越えて、私

たちの「当事者性」を獲得する必要がある。戦争

を経験していない子どもたちは戦争体験の当事者

にはなりえない。しかしながら、来るべき社会の

担い手として戦争体験を自分たちとは全くかかわ

りのないものとして傍観するわけにもいかない。

戦争を直に体験していない子どもたちには、子ど

もたちなりの「当事者性」を獲得することが求め

られる 16）。さらに、子どもたちは戦争体験を次

世代につなぐ継承の役割を担わなければならない

し、平和構築に主体的に取り組む存在であること

も求められる。そのような意味において、子ども

たちには平和形成主体としての当事者意識を涵養

していく必要がある。 
戦争体験継承に対する当事者意識形成について

研究した村上（2018）は、現在の平和教育の対

象者は、戦争体験者を曽祖父母に持つ子どもたち

であり、彼ら／彼女らにとって戦争は時間的に

も、人間関係的にも距離があることからどうして

も「当事者性」は低くなると指摘する。そして、

それを克服し、戦争体験への「当事者性」を高め

るために戦争体験継承の同伴者や支援者を形成す

る必要性を主張し、その育成方法を次のように示

している。①戦争体験者あるいは戦争体験伝承者

と具体的に出会う。②戦争体験継承の課題を自己

に関連付ける。③戦争被害事象を受け止め・向き

合う。④継承活動に参加する。⑤戦争体験継承の

活動経験者に多くで会うことで当事者意識がさら

に高まっていく 17）。 
大石（2018）もまた戦争を体験していない世

代による戦争体験の継承に着目し、戦争体験を語

り・継ぐさまざまな取り組みを「次世代型の平和

教育」として紹介している 18）。戦争を体験して

いない世代による戦争体験継承の具体的な取り組

みとしては、広島市の被爆体験伝承者やユースピ

ースボランティア、長崎市の青少年ピースボラン

ティア、ひめゆり平和祈念資料館の説明員といっ

た存在がよく知られている。これらは戦争を実際

に体験した証言者に代わって、「伝承者」が戦争

の体験事実を自分の体験を語るように伝えること

で、若い世代に「伝える人」の役割を引き継ぎ、

戦争体験継承の世代交代を行うことを目指してい

る 19）。しかしながら、そもそも私たちはすべて

の子どもたちを戦争体験者の同伴者や支援者にす

ることができるのだろうか。伝承者のような戦争

体験者の同伴者や支援者にするためには膨大な時

間と多大な労力を必要とするとともに、何よりも
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本人に強い動機がなければならない。こういった

意味においてもすべての子どもたちを戦争体験者

の同伴者や支援者とすることには困難がつきまと

う。

また、こうした取り組みは広島、長崎、沖縄と

いった第二次世界大戦で大きな被害を受けた都市

に集中しているのが実際だ。そして、こうした地

域の戦争体験は、被爆などの生々しくも悲惨なも

のが多く、戦争を身近にするどころか、子どもた

ちに恐怖心を植え付け、かえって戦争を遠ざける

結果をもたらしかねないことにも注意が必要だろ

う。

4. 日本の平和教育の論点

ここまでに日本における平和教育の変遷および

特徴と課題を確認してきた。近年では当事者意識

の涵養も注目されているが、やはり戦争体験の伝

達が中心となっており、平和教育の目的、内容、

方法の３つの視点から次のような論点が指摘でき

るだろう。

4.1 目的：戦争体験の継承か平和形成か 

 悲惨な戦争体験を継承することが、戦争の対極

にある平和を求める人材の育成につながると考え

られてきたが、具体的な平和形成についての教育

は乏しく、平和形成主体の育成とはなっていない

ことが論点の１つ目である。人権教育や国際理解

教育などを広く内包した構造的暴力にかかわる

「広義の平和教育」でなくても、戦争体験を取り

上げ、その継承だけでなく平和形成を射程に入れ

た平和教育も理論的には可能ではあるが、次に述

べるように日本では学習構造上の課題もある。

日本の学校教育では、戦争体験についての学習

と戦争体験を引き起こした社会についての学習、

そして平和形成の学習が分断しており、平和学習

の構造をとることが難しくなっている。また付け

加えるならば、近年の学校現場は新しい教育課題

や教員の負担軽減への対応にも迫られており、分

断されたそれぞれの学習に時間や労力を割くこと

も難しくなっている。

日本の小学校６年生と中学校１〜３年生が学ぶ

社会科歴史学習では、戦争の原因と結果を諸国家

の動きと主要な出来事から学ぶ通史学習を中心と

しており、ドイツのように生々しい戦争体験が多

数取り上げられることは少ない。一方で戦争体験

を取り上げて学ぶ機会が多いのは被爆地などへの

修学旅行前の事前学習や総合的な学習の時間とな

るが、戦争体験の背景として歴史の通史学習が再

提示されるだけのことも多い。被害の戦争体験だ

けが示され、歴史学習の通史と重ねた場合、国家

が戦争を始めてしまえば個人は巻き込まれるしか

ないような印象を与えることになる。

また平和形成に資する学習としては、小学校６

年生や中学校３年生の社会科での平和主義、人権、

国際連合についての学習や道徳などを挙げること

ができるが、戦争体験とは直接はつながらず、市

民に可能な具体的な平和形成の方法を教えるもの

とはなっていない状況である。

戦争体験の継承にとどめず、平和形成を意識さ

せるため、子どもたちが戦争体験を聞いた後に「平

和のために私たちにできること」を考えさせる平

和学習も行われてはいるが、子どもたちの回答は

「戦争は絶対ダメ」や「いじめをなくす」といっ

た抽象的で曖昧な回答に終始してしまいがちであ

ることも上述した学習構造上の問題が要因になっ

ていると推測できる。

日本の平和教育がこれまで重視してきた戦争体

験にこだわるならば、継承にとどめず、平和形成

主体の育成をめざすことが必要となるだろう。学

習者が戦争体験とそれを引き起こした社会につい

て学ぶとともに、平和形成の当事者となってゆく

平和学習の構造が必要となる。

4.2 内容：戦争体験の拡大 

 戦争の惨禍を取り上げることが避けられていた

時代もあったが、戦争の被害体験に加え加害・抵

抗・加担といった体験をも学習内容とする平和教

育が主張されていることは望ましいことと考えら

れる。被害と比べ圧倒的に少ない加害の戦争体験

や心理的圧力や経済的利益のような明示されない
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加担が含まれた戦争体験など、被害にとどまらな

い多面的な戦争体験を取り上げるべきだろう。目

的を平和形成主体育成とするならば、それに資す

る平和教育内容となるよう、取り上げる戦争体験

とその解釈を吟味していくことも必要となるだろ

う。 
 
4.3 方法：伝達の限界 

 戦争体験者の減少は避けられず、戦争体験継承

の世代交代をめざす取り組みもなされていること

は先に述べた通りであるが、もう一方で、そのよ

うな伝達の受け手となる学習者に戦争体験が伝わ

りにくくなっているという問題もある。 
例えば村上(2018)は、長崎において修学旅行生

が被爆者にやじを飛ばしたことを伝える報道

（1997 年）や「死に損ない」と言った報道（2014
年）を取り上げ、生徒が「被曝体験を他人事と考

える象徴的事件」として紹介している 20）。他にも

「平和な時代に生まれてよかった」といった戦争

やその時代と現代とを断絶させてとらえる感想が

ある一方で、長崎の修学旅行生が爆心地公園を見

て「落ちたのが公園で良かったですね」と述べた

り、戦時中の食糧不足を伝える語り部に対し「コ

ンビニに行ったら良かったのに」と「真面目に心

配する子ども」もいたりすることを報じる記事 21）

などもあり、学習の前提となる時代背景が共有さ

れないまま現代に対応させた感想を持ってしまう

ケースもあると推測される。 
このような事態の要因は、興味ある情報だけを

視聴できるメディア環境下で戦争についての情報

が不足していることや学習者に想像力がないこと

など、いくつも挙げることができるが、それらの

解決は容易ではないだろう。そうであるならば、

戦争体験者や継承者からの一方的な伝達に終わら

ぬよう、学習者が主体となって戦争体験を活用し、

継承してゆく平和教育の可能性について考えてゆ

く必要があるのではないだろうか。 
 

5. 戦争体験を学ぶ際に期待される行動と目的 

 平和形成の学習に寄与し、学習者が主体となっ

て戦争体験を活用する学習の可能性を検討するた

めに、本稿では米国の歴史教育学者であるキース・

C・バートンとリンダ・S・レヴスティックが示し

ている「歴史を学ぶ際に期待される行動と目的の

組み合わせ（スタンス）」を参考にしたい 22）。本

書は社会文化的アプローチを採用し、「子どもたち

の頭の中に存在していると思われている知識、も

しくは子どもたちが個人として所有していると考

えられる技術といったことに着目するよりも、む

しろ子どもたちの行動―彼らが歴史をどう扱うの

か―の社会的状況に埋め込まれた性質と目的に着

目する」と述べており、学習者が戦争体験をどの

ように扱うべきかを検討するのに適切な枠組みを

提供してくれると考えた。 
 米国やガーナ、北アイルランドなどで子どもた

ちの歴史的思考に関する調査研究を長年行ってき 
 

表 歴史を学ぶ際に期待される行動と目的の組

み合わせ（スタンス） 
スタンス（行動と目的の組み合わせ） 

期待される具体的な

行動 
目的 

自己

認識 

過去の何ら

かの要素と

自己を同一

視する 

① 個人史や家族史の自

己認識 
② 国家的な自己認識 
③ 国の現在と過去の同

一視 

分析

的探

究 

過去の要素

間のつなが

りを調べる 

④ 原因と結果の理解 
⑤ 過去から教訓を学ぶ 
⑥ 歴史的説明の作られ

方を学ぶ 

道徳

的応

答 

過去の人々

や出来事を

追憶し、賞賛

し、非難する 

⑦ 追憶 

⑧ 非難 

⑨ 賞賛 

陳列

展示 

過去につい

ての情報を

表明する 

⑩ 個人的充足 
⑪ 説明責任 
⑫ 他者への貢献 

（バートンら(2015)より筆者作成） 
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たバートンらは、子どもたちが歴史を学ぶ際に期

待されている具体的な行動には大きく４つあると

指摘している。さらに、それぞれの行動は，表の

ようにそれぞれ３つの異なった目的へと方向付け

でき，行動と目的の組み合わせを「スタンス」と

呼んでいる 23）。実際に歴史を学ぶ際にはこれらの

うちのいくつかのスタンスが含まれるものであり、

必ずしも相互に背反するとは限らないが、相互に

背反する時もあるという 24）。そしてバートンらは、

どのスタンスがもっとも真正な歴史の用い方であ

ると論じるのではなく、歴史が民主主義的市民性

の育成へ貢献するために、それぞれのスタンスの

どの側面を教育に取り入れ、どの側面を大目に見

て、どの側面を斥けるべきか考察している 25）。

バートンらの研究は米国などで蓄積されてきた

調査研究の成果を社会文化的分析によってまとめ、

歴史教育についてラディカルな議論を展開した最

初の事例とされており 26）、本稿の目的である戦

争体験の活用の可能性を比較考察する共通基盤を

与えてくれると考えられる。以下では、バートン

らの歴史による民主主義的市民性（市民による公

的議論や熟議）の育成を他者との社会形成に欠か

せない公的議論へ参加するのに必要となる資質の

育成に焦点化して読み替え、戦争体験の学習で可

能な平和形成主体者の育成の可能性を検討してい

くこととしたい。

5.1 自己認識のスタンス 

 学習者が過去の人々や出来事と自己との間のつ

ながりを容認するよう、同一視（自己認識）して

いくよう求められるスタンスを指す。過去がどの

ように現在に至ってきたのかを探究する分析的探

究スタンスとは区別されるものであり、客観的で

知的な歴史理解からは程遠いようにも思われるが、

最も一般的な歴史的行為のひとつとされる 27）。

表中の目的に対応させて例を挙げれば、①家族

史の作成は家族という個人的共同体と自己とのつ

ながりの感覚を育て、②国家の起源や歴史的転換

点を知ることは国家の構成員であるという感覚や

国家への忠誠心を生み出し、③国家の歴史的社会

事業を知ることは現在の国家の社会秩序や政治行

為を正当化や批判するために用いることができる。

家族や国家といった共同体への愛着がなければ、

互いに支え合いながら生活していきたいと思えな

いことから、自己認識スタンスは民主主義的市民

性の育成に重要な役割を果たすと考えられる。

しかしこのスタンスにも限界があり、①は学校

の歴史授業であまり扱われないため学習者は価値

を見出す可能性があるが、公的議論への参加にも

たらす影響は限定的であり、家族の外にある、よ

り多様性に富んだ集団との同一視をも促していく

ことが必要となる。②も提供されるナショナル・

アイデンティティが限定的なものであれば排除を

促してしまう危険がある。③では「合衆国は自由

を守るという理由だけで戦争をしてきた」といっ

た国の過去についての見解を根拠に、現代の合衆

国の武力行使を容認するような保守的な機能が問

題となる。歴史それ自体が私たちに何をすべきか

を語りかけてくることなどありえないが、武力行

使の賛否のような現代で必要な判断に短絡的に歴

史を用いられることはよくある。このような歴史

の活用は、私たちが今日の行動を判断する必要性

を奪ってしまうことから公的議論で果たす役割は

ほとんどないとされる。

このスタンスでの戦争体験の活用を考えれば次

のような可能性や留意点が考えられる。①家族史

として戦争体験を見出すことは困難な場合が多い

が、家族の一歩外である居住する地域の戦争体験

であれば、その継承や地域の平和形成に向けた公

的議論へつながる歴史の活用となる可能性がある。 
また学習者に対して「あなたがもし○○だったら

…」という問いかけで戦争体験者の立場に身を置

かせて思考させるような活動も、戦争体験者と学

習者の同一視を促すものと考えられる。体験者と

学習者のつながりの感覚を育て、戦争体験者のよ

うに戦争や平和を考えていく当事者性の育成にな

るものと考えられるが、その一例として今野日出

晴（2003）の「捕虜を殺す兵士・殺さない兵士」

の実践の一部が挙げられる 28）。

今野は当時の兵士の捕虜認識や軍隊での教育を
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確認した後、上官が居並ぶなかで、自分が初年兵

として一列に並んでいて、自分の番が来て、刺突

銃を手渡されたときに、それを拒否できるのかと

いう「問い」を投げかける。「自分もその場にいた

ら刺し殺すだろう」という苦い思いをもち、学習

者が兵士と応答することによって、自分自身の「修

羅」を見つめたり、発見される当事者性があった

りするとされる。今野は「『兵士』を軸にすること

で、具体的な人間の顔をもった戦争が、戦場が、

その相貌を表すのであり、それはどこか遠い世界

の人々ではなく、近くで見かける『隣人』であり、

親しい『身内』であり、何よりも『自分自身』と

して、当事者として戦争に向き合わせる」と述べ、

戦争体験のなかでも戦場体験の意義を示している。

学習者の発達段階としては高校生以上を対象にし

た実践になると考えられるが、戦争の最前線の苛

烈な体験を扱うことによって可能となる実践の１

つとして特筆すべきものと考える。 
②国家的な自己認識のスタンスにおいては、も

ともと日本にルーツを持つ人々の、被害の戦争体

験が圧倒的に多く保存されてきたという事情があ

っても、外国にルーツを持つ学習者や被害以外の

側面に目を向けさせない平和学習には限界がある。

この点から言えば、朝鮮や被害・加害・加担・抵

抗の有機的つながりに着目した先の目良実践は先

進的と評価できる。 
また①や②を促した側面のある実践例としては、

本多公栄（1973）『ぼくらの太平洋戦争』を挙げる

ことができる 29）。アジア各国の教科書に記された

太平洋戦争を読んだ中学生が、アジアの友へ書い

た手紙には「日本軍が犯した罪をお許し下さい」

というものもある。これらをまとめた文集を持参

した大使館訪問と各国の戦争被害の実態調査も行

われ、中学生自身が太平洋戦争を明らかにしてい

った実践である。この文集を読んだ親の反応も掲

載されているが、「今頃、お詫びを言う必要はない」

といったものもあり、中学生とその親が、国家の

過去や自身の過去と自分自身を関係づけたり、関

係づけを拒否したりする様子がうかがえる。 
③「特攻隊員達の死のおかげで今の平和な日本

がある」というように安易に現在と過去を結びつ

ける見解は巷にあふれている。バートンらはこれ

らを「単に軽視したり無視したりするのではなく、

開かれた問いとして扱ってみてはどうだろう」と

提案する。例えば「特攻隊員達は本当に死ななけ

ればならなかったのか」と問いかけ、賛否両論さ

まざまな証拠を集めて考えさせる時には次に検討

する「分析的探究スタンス」へ向かい、安易な同

一視ではなく歴史における出来事の原因や結果の

類似性を根拠にした今後の平和形成を考えるよう

な戦争体験の活用が可能となると考えられる。 
 
5.2 分析的探究スタンス 

バートンらは、歴史的分析を異質な出来事の間

に結び付きを探し出し、発展の趨勢や因果のパタ

ーン、あるいは立論の構造を認識することと定義

し、歴史家や教育者が最もよく推奨し、擁護し、

そして正当化する活動であるが、このスタンスに

も多様な目的があり、目的の違いが内容選択に大

きな影響を与えると述べている 30）。 
④私たちの先祖がその時々にどのような意思決

定を行い、現在の社会を形成してきたのか知るこ

とを目的とすれば、そのような知見を現在の公的

議論にも活かすことができる子どもたちの育成が

可能となる。しかし過去の人々の決定によってす

でに現在の人々の行いは決定されているとか、先

祖たちにも私たちにも選択の余地はない（なかっ

た）といった信念を持たせぬよう留意する必要が

あるとされる。先祖たちは別の意思決定を行い、

また別の帰結をもたらすこともできたことや、先

祖たちが現在に影響を及ぼす選択をしていたとし

ても私たちはそれを支持したり、修正したり、ひ

っくり返す意思決定を行う自由を有していること

を理解しておくことが重要となる。 
⑤バートンらは普遍的な法則と受け取られかね

ない「教訓」という表現だけでなく、多くの不連

続な事例から抽出された１つの「一般的なパター

ン（歴史的一般化）」や「アナロジー（類似）」と

いう表現でも説明しているが、大半の子どもたち

が歴史を学ぶ基本的な理由としてこの目的を挙げ
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るという。例えば米国にとってのベトナム戦争の

教訓は「戦争への介入に躊躇すべきでない」なの

か「他国の内政から距離をおくべき」なのか。歴

史におけるこのような教訓は数多くあり、ほとん

どが曖昧模糊としているため、過去からどのよう

な教訓が学べるのか、その教訓の現在への応用可

能性をめぐって議論することは公的議論での言説

の訓練となるという。 
④⑤のスタンスでの戦争体験の活用を考えると、

平和形成主体の育成の困難が浮き彫りになる。戦

争体験という過去の一個人の経験には、国が戦争

をはじめた原因や戦争を防ぐための教訓はほとん

ど出てこない。また社会科の通史学習で学ぶ「日

本の国際的な孤立」や「関東軍の軍事行動（満州

事変）」といった国家や集団が主語の通史が戦争の

原因として想起されたなら、戦争体験の主語であ

る過去の個人には他の選択肢がなく、国家が戦争

を始めてしまえば私たちにも選択の余地がないよ

うに思われ、平和形成への教訓も得られそうにな

い。 
世界や国というレベルとそこからは距離のある

個人のレベルを切り結ぶ方策の１つとしては、世

界や国レベルの動きと連動する地域や集団の動き

も取り上げ、それらが個人の身近なレベルで与え

た個人への影響とともに個々人の行為が作った地

域や集団の動きの双方を捉えるなど社会の多層性

に着目することが考えられる。世界や国の動きか

ら大きな影響を受けながら、人々はどのように地

域や集団を作り、それらから影響を受けたのかを

具体的に考察することで、人々の行為の原因や結

果、教訓が具体的に考察することが可能となる。

学習者と距離的・人間関係的に近いところから平

和形成を考える当事者の育成が可能になると考え

る。 
⑥歴史的説明がどのように作られているか、特

にその説明がどのような証拠に根拠づけられてい

るかについて焦点を当てる形式のスタンスであり、

証拠に基づいた歴史的言明と、証拠に基づかない

神話や伝説、完全なウソといった言明とを区別す

る力は公的議論に必要となる。これを歴史教育の

目的と捉えている子どもは米国の先行研究には見

られないが、子どもたちの関心や関わりがある現

代的な重要性を帯びた論争問題をめぐって対立す

る証拠と視点を示すことで気づいていく可能性が

示唆されている。 
戦争体験で言えば、戦争を知らない世代にも関

わりがある現代的な重要性を帯びた論争問題とし

て「戦争当時から時間的距離を隔てた現在、日本

は戦争責任を取らなくていいか」をめぐって対立

する証拠の一部として学習者が戦争体験を活用し

ていくことが考えられる 31）。上述したように歴史

教育の目的として子どもたちが捉えにくいため、

高次で複雑な学習となることが予想されるが戦争

体験の活用の可能性の１つとして考えられよう。 
 
5.3 道徳的反応スタンス 

道徳という観点から歴史を語ることはないかも

しれないが、私たちは子どもたちに、歴史上の良

い事柄に対して賛美することを期待しているし、

悪い事柄を非難して欲しいと思っているとバート

ンらは指摘している 32）。⑦過去において苦しみ死

んでいった人間のことを記憶し省察することで、

同様の悲劇を避けるための議論を始められるし、

⑧歴史上の人権侵害や過ちと感じることに対する

非難は、正義や「公平さ」をめぐる問題に関心を

向けること、⑨誰かを援助するような英雄的な行

動への賞賛は民主主義社会への参加の準備になる。 
このスタンスでの戦争体験の活用を考えると、

⑦追憶は日本の平和教育がめざしてきたものに近

いと言え、⑨賞賛のスタンスから先の目良実践を

見ると、朝鮮を愛し、朝鮮に愛された人物や朝鮮

と対等な外交を貫こうとした人物を取り上げ、そ

の行動に焦点を当てることは平和形成のための行

動のモデルを示すことになるだろう。⑧非難も非

常時である戦争体験には暴力、虐待、差別的待遇

が豊富に含まれ、それらに注目させることで取り

入れやすいスタンスとなるが、バートンらは非難

がより公的議論へ貢献するための留意点として２

点挙げている。１つ目は不正義や不公平を非難し、

それらを取り除くような消極的な手立てだけを議
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論するのではなく、教育や失業に対する保護とい

ったようなより公平な社会を実現するための積極

的な手立てを考えていけるようにすることである。

広義の平和教育に含まれるような学習となること

が予想されるが、今後検討していかなければなら

ない点であると考えられる。 
そして２点目の留意点は、過去の不正義の状況

から恩恵を受けている人々にとっては歴史的不正

義に対する非難と現在の利害関係との両立が難し

いことである。バートンらがニュージーランドで

行った調査研究では、ヨーロッパ人を祖先とする

子どもたちの多くが、先住のマオリ族はヨーロッ

パ人によって土地を奪われ、不公平に扱われたと

認識しているが、マオリ族の人々に今から土地を

返還すべきか議論する際には「彼らはそもそもあ

の時、私たちに所有を認めるべきじゃなかったん

だ」と発言する子どもがいるように、他の集団の

視点と自身の利害との調整に苦労することを報告

している。 
この事例から考えると、戦争体験から日本の戦

争責任を考える際の困難も予想できよう。「有効な

手段への注目が欠落するのに従って、歴史上の不

正義は既に解決したと考えるようになる」とバー

トンらは指摘しているが、例えばアジアの戦争被

害者たちが個人として日本国家の責任を追及して

いる状況を、我々日本人はどのように解決できる

のか議論することなどが戦争体験の活用として想

定できるだろう 33）。解決策の提案は難しい問題と

なるが、どのような条件や状況が整えば解決でき

る可能性が広がるのかを議論することなどでも平

和形成主体の育成になると考えられる。 
 

5.4 陳列展示スタンス 

歴史的知識やコレクションの公開など、あらゆ

る歴史の活用は必然的に何らかの陳列展示という

行為を含むとされる。歴史の他の活用（例えば分

析的探究）の手段でも、結果として付随してくる

ものでもなく、陳列展示自体が目的となっている

場合があるとバートンらは述べている 34）。⑩個人

的充足は自分が優秀だと思われるようバラバラの

詳細な知識を披露する行為が事例として示されて

いるが、それが公的議論の場で行われる場合には

他者との議論を停滞させる恐れがある。また⑪説

明責任も子どもたちが学んだこと／教師や学校が

子どもたちに学ばせたことを説明する責任を果た

すためにテストなどで子どもたちが知っているこ

とを公開させようとする場合には、子どもたちが

公的議論へ参加する準備にならないことが指摘さ

れている。一方、⑫他者への貢献は、即時的な目

的は歴史的情報を提供することだけであり、情報

の発信者ではなく、情報の受け手が一番の受益者

となることを期待するスタンスである。自分以外

の者たちが熟議する上で必要となる歴史の情報を

彼らのために提供していくことを指し、このよう

な情報は公的議論に必要不可欠なものとなる。こ

のスタンスの留意点としては、情報提供のための

展示物を作り上げる際に選択したこと（何を展示

したいのか、どのようにそれを展示したのか）に

ついて注意を払い、その選択肢がもたらす結果や、

その選択肢以外の場合の可能性についても注意を

払っていくことと、他者が本当に必要としている

歴史的情報、つまり視聴者自身の考えや見解、問

いと結びつけられていくのか見極めようとしなけ

ればならないことが挙げられている。 
これら３つのスタンスのうち平和形成主体の育

成に役立つと考えられる⑫他者への貢献の目的で

戦争体験の活用を構想すれば、学習者が他者への

貢献を目的とした戦争体験の陳列展示をすること

が挙げられるだろう。戦争体験をただ列挙するの

ではなく、他者が平和形成について考え始めるき

っかけとなるような陳列展示を学習者自身が考え

公開することは次世代の平和形成主体の育成に直

接貢献することになるだろう。このスタンスに該

当すると考えられる近年の事例としては、戦争体

験者の当時の日記の内容そのものや日記をもとに

したつぶやきを、日記と同じ日付にツイッターで

発信した実践などが挙げられる。ツイッターの受

信者が戦争体験や平和に思いを馳せることに貢献

しようとする実践であるといえよう 35）。 

-12-



「戦争体験」を活用した平和形成主体育成の可能性

6. 結語

本稿では戦争体験を中心に展開してきた日本に

おける平和教育の変遷や特徴を概観し、学習者に

よる戦争体験の活用の可能性と留意点をバートン

らの「歴史を学ぶ際に期待される行動と目的の組

み合わせ（スタンス）」を参考にして整理し、戦争

体験の活用の射程を示した。

戦争体験の活用方法を決定するにあたっては、

学習者の資質・能力の様相はもちろん、地域の被

害の体験なのか、兵士の加害の体験なのかといっ

た活用を予定する戦争体験の性質といった要素も

大きな影響力を持つ。特定の地域に着目し、その

地域の小中学生が地域の戦争体験を展示すること

をめざす場合もあれば 36）、広島の高校生のように

被爆体験を繰り返し聴き、その記憶に残る光景を

被爆者と共同で制作する「トラウマ的な感情の継

承」37)を行うこともあるだろうが、活用を予定す

る戦争体験の性質、活用の目的と方法、学習者の

資質・能力、活用する場面や背景といった要素の

相互関係性から実現可能な平和学習は規定されて

くることを意識する必要がある 38）。

戦争体験は様々な形で活用することが可能であ

るが、学習者が戦争体験の継承者となるだけでな

く、平和形成の当事者となれるよう学習者が取り

上げる戦争体験や活用方法を選択し、他者と共有

可能な記憶として伝承したり、戦争体験に関連す

る現代の公的議論に参加したりすることが必要だ

と考えられる。しかし日本では戦争体験と現代は

敗戦によって断絶しているものと捉える傾向が強

い。現代の公的議論を深めてくれるような戦争体

験とその活用を学術的に例示していくことも急務

と言えよう。
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ていく必要があると考える。これまでにも多く

の子どもたちが学習者となる公教育レベルや積
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ス・バーク（Kenneth Burke）のフレームワ

ークを参考にしているが、分析においては以下

の相互に関連した５つの要素に注意しなければ

ならないと論じている（バートンら、前掲注

22、26 頁）。 
1. 行動(act)…人間が携わる思考または行動 
2. 場面(scene)…行動が発生する環境または

背景 
3. 行為主体(agent)…考察対象となる行動に

携わる人間 
4. 媒体(agency)…行動を実行するための手段

（社会文化理論の専門家の間では、より

頻繁に「文化的なツール」、もしくは「人

工物(artifacts)」） 
5. 目的(purpose)…行動に携わる動機 

 
附記 

本研究は、JSPS 科研費 JP19H01681 による研

究成果の一部である。 
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